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成

人

式

成

人

式

日　

時　

平
成
24
年
１
月
８
日（
日
）

　
　
　
　

午
前
10
時
30
分
〜

　
　
　
　
（
受
付  
午
前
９
時
30
分
〜
）

場　

所　

南
条
文
化
会
館
ホ
ー
ル

対
象
者　

平
成
３
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　

平
成
４
年
４
月
１
日

　
　
　
　

生
ま
れ
の
方

南
越
前
町

②
税
額
の
計
算
・
決
定

南
　
越
　
前
　
町

事
業
者（
給
与
支
払
者
）【
特
別
徴
収
義
務
者
】

従
業
員（
給
与
所
得
者
）【
納
税
義
務
者
】

①給与支払報告書の提出

（1月31日まで）

⑥税の納入

（翌月10日まで）

③税額の通知

（5月31日まで）⑤税の徴収

（６月から翌年５月までの
 給与支払日）

④税額の通知

（税額決定通知書の配布）

　

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、
事
業
者（
給
与
支
払
者
）が
個

人
住
民
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
従
業
員（
給
与
所
得
者
）
に
代

わ
っ
て
、毎
月
従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
徴
収
し
、

従
業
員
の
住
所
地
の
市
町
に
納
め
る
制
度
で
す
。

※ 

給
与
を
支
払
い
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
の
義
務
の
あ
る
事
業
者
は
、

原
則
と
し
て
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す

（
地
方
税
法
第
３
２
１
条
の
４
お
よ
び
南
越
前
町
税
条
例
に
よ
る
）。

☆
特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト
☆

　

従
業
員
に
と
っ
て
は
、
納
税
の
た
め
に
金
融
機
関
や
役
場
へ
出
向

く
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
普
通
徴
収

（
自
ら
納
付
）の
納
期
が
年
４
回
で
あ
る
の
に
対
し
、
特
別
徴
収
は

年
12
回
な
の
で
、
１
回
あ
た
り
の
負
担
額
が
小
さ
く
な
り
ま
す
。

※ 

税
額
は
役
場
か
ら
通
知
し
ま
す
の
で
、
事
業
者
が
計
算
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

℡
47

－

８
０
１
４

従
業
員
の
住
民
税
は

従
業
員
の
住
民
税
は

特
別
徴
収

特
別
徴
収（
給
与
天
引
き
）

（
給
与
天
引
き
）で
！
で
！

従
業
員
の
住
民
税
は

従
業
員
の
住
民
税
は

特
別
徴
収

特
別
徴
収（
給
与
天
引
き
）

（
給
与
天
引
き
）で
！
で
！

事
業
者
の
皆
さ
ま
へ
の
お
知
ら
せ

事
業
者
の
皆
さ
ま
へ
の
お
知
ら
せ

　

過
去
10
年
間
に
、
子
ど
も
の
ラ

イ
タ
ー
に
よ
る
火
遊
び
が
原
因
で

の
火
災
事
故
が
多
発
し
、
死
傷
者

も
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
昨
年
12

月
に
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
関

係
の
改
正
法
令
が
施
行
。
今
年
９

月
27
日
以
降
、
※
Ｐ
Ｓ
Ｃ
マ
ー
ク

が
な
い〝
使
い
捨
て
ラ
イ
タ
ー
〞や

〝
多
目
的
ラ
イ
タ
ー
（
点
火
棒
）〞

の
販
売
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

※ 

Ｐ
Ｓ
Ｃ
マ
ー
ク
は
、
ラ
イ
タ
ー

な
ど
の
特
定
製
品
を
製
造
ま
た

は
輸
入
す
る
事
業
者
が
、
技
術

基
準
に
適
合
す
る
な
ど
の
義
務

を
果
た
し
た
場
合
に
付
さ
れ
る

表
示
で
す
。
Ｐ
Ｓ
Ｃ
マ
ー
ク
の

付
い
た
ラ
イ
タ
ー
は
、
爆
発
性
、

強
度
な
ど
の
安
全
性
を
求
め
る

と
と
も
に
、
子
ど
も
が
簡
単
に

操
作
で
き
な
い
幼
児
対
策（
チ
ャ

イ
ル
ド
レ
ジ
ス
タ
ン

ス
機
能
）な
ど
が
施

さ
れ
て
い
ま
す
。

使
用
に
あ
た
っ
て
の
注
意

！ 

子
ど
も
の
手
の
届
か
な
い
と
こ

ろ
に
お
き
ま
し
ょ
う

！ 

子
ど
も
に
触
ら
せ
ず
、
火
遊
び

の
危
険
性
を
教
え
ま
し
ょ
う

！ 

不
用
な
ラ
イ
タ
ー
は
き
ち
ん
と

捨
て
ま
し
ょ
う

■
問
合
せ　

　

教
育
委
員
会  

☎
47

－

３
８
１
０

　

今
庄
事
務
所  

☎
45

－

８
０
０
３

　

河
野
事
務
所  

☎
48

－

７
７
１
１

▲  2012年版カレンダー
を全戸に配布しまし
た。悪質商法被害防
止のために、玄関や
電話の近くなど目に
付きやすいところで
お使いください。

消
費
生
活
見
守
り
隊

■
問
合
せ　

総
務
課　

☎
47

－

８
０
０
０

子
ど
も
の
安
全
を
守
る
た
め
ラ
イ
タ
ー
等
の
販
売
が
規
制

さ
れ
て
い
ま
す
！


